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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】パーティションに柔軟に施工することが可能な
汎用性の高い照明設備を提供する。
【解決手段】照明設備１は、共に左右方向に平行で互い
に直交したビーム表面及びビーム上面と、ビーム表面に
開口しているとともに左右方向に延設された上部挿入空
間とを有するビーム１２に取り付けられ、ライティング
ダクト１３と中継部材１４とを備える。ライティングダ
クト１３は、ダクト本体とダクトフックとを有する。中
継部材１４は、アームとアームフックとボルトとを有す
る。ライティングダクト１３を直接ビーム１２に装着す
る態様と、中継部材１４を介してライティングダクト１
３をビーム１２に装着する態様とを１種類のライティン
グダクト１３で実現している。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　共に第１の方向に平行で互いに直交した第１のビーム外面及び第２のビーム外面と、前
記第１のビーム外面に開口しているとともに前記第１の方向に延設された挿入空間と、を
有する梁状部材に取り付けられる照明設備であって、
　ライティングダクトと中継部材とを備え、
　前記ライティングダクトが、ダクト本体とダクトフックとを有し、
　前記ダクト本体が、
　　第２の方向に沿った長尺の収容空間と、
　　前記収容空間に収容されて前記第２の方向に延設された線状の導体と、
　　前記第２の方向に略直交する方向から照明器具の一部を前記収容空間に挿入可能とす
るとともに前記照明器具の端子を外部から前記導体に接触可能とするよう前記第２の方向
に沿って形成された開口と、
　　共に前記第２の方向に平行で互いに直交する第１のダクト外面及び第２のダクト外面
と、
　　前記第２のダクト外面から前記収容空間に連通する係止孔と、を含み、
　前記ダクトフックが、
　　前記第１のダクト外面と平行をなして前記第１のダクト外面から延設された第１の延
設部と、
　　前記第２のダクト外面と平行をなすように前記第１の延設部から延設された第２の延
設部と、を含み、
　前記中継部材が、アームとアームフックと、を有し、
　前記アームが、
　　第３の方向を臨んだ接触面をもつ主軸部と、
　　前記主軸部から前記第３の方向に延設されている補助部と、
　　前記接触面と前記補助部との間において前記主軸部から前記第３の方向に突設されて
前記第３の方向における端部に弾性部材で形成された押圧面をもつ突設部と、
　　前記接触面と前記突設部との間において前記主軸部を前記第３の方向に貫通したネジ
孔と、
　　前記第３の方向に沿った軸と、前記第３の方向に直交する平面に沿った半径を前記軸
よりも大きくした頭部と、をもつボルトと、を含み、
　前記アームフックが、
　　前記第３の方向と直交した平面に対して平行をなして前記主軸部から延設された第３
の延設部と、
　　前記第３の延設部から前記第３の方向に延設された第４の延設部と、を含み、
　前記第２の延設部が前記挿入空間に挿入されたときに、前記第２のダクト外面が前記第
２のビーム外面に接するよう構成され、
　前記第４の延設部が前記挿入空間に挿入されたときに、前記補助部が前記第２のビーム
外面に接するよう構成され、
　前記接触面が前記第２の延設部に接触しているとともに前記押圧面が前記第２のダクト
外面に接触している状態で、かつ、前記収容空間に前記頭部が位置しているとともに前記
ボルトの前記軸が前記係止孔に挿通された状態において、前記ボルトを締めることにより
前記ライティングダクトが前記中継部材に固定されるよう構成されている
　照明設備。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ライティングダクトを備えた照明設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　展示会において展示エリアを区画したり展示物を掲示したりするために、組み立て式の
骨組み及びパネルで構成されたパーティションが使用される場合がある。オフィスや展示
会で使用されるパーティションとして、例えば、複数の支柱を床から垂直に立設し、この
支柱により同じく床から垂直に立設した長方形状のパネルを挟持し、パネルの上辺に沿っ
て支柱間にビーム（梁）と呼ばれる長尺の梁状部材を架け渡すものが知られている（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００３】
　展示会場や展示エリアの構造は一定でないため、区画された展示エリアの構造に応じて
適宜、照明設備を施工する必要がある。パーティションに照明設備を施工する方法として
、例えば、ビームに照明器具（ライト）をクリップ止めしたり、特別な取り付け構造を備
えた照明器具を専用のビームに取り付けたりする方法が知られている（例えば、特許文献
２参照）。
【０００４】
　しかしながら、従来のように汎用性のない照明設備を使用すると、使用可能な照明器具
が限られるため照明による演出効果が限られてしまう。更に、汎用性が低いほどケーブル
などの部品が使い捨てとなりやすいため、廃棄物が増えて環境に良くない。
【０００５】
　展示会場で使用されるものではないが汎用性の高い照明設備として、例えば、ライティ
ングダクトがある（特許文献３参照）。ライティングダクトは長尺で、長手方向に直交す
るコの字断面を有し、内部に長手方向に沿って電源供給用の一対の線状導体が平行に配設
された構造を有する。ライティングダクトを使用すると長手方向の任意の位置に照明器具
を設置することが可能であるとともに、照明器具の着脱が容易である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１８０７７９号公報
【特許文献２】特開２００２－０１５６１６号公報
【特許文献３】特開２００５－１８３２０７号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ライティングダクトは本来、天井や壁に固定して使用することが前提と
なっているため、ビームに容易に取り付けることができない。また、一般に天井がない展
示エリアではライティングダクトを下向きに取り付けることができない。
【０００８】
　本考案は、パーティションに柔軟に施工することが可能な汎用性の高い照明設備を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本考案の照明設備は、共に第１の方向に平行で互いに直交した第１のビーム外面及び第
２のビーム外面と、第１のビーム外面に開口しているとともに第１の方向に延設された挿
入空間とを有する梁状部材に取り付けられ、ライティングダクトと中継部材とを備える。
【００１０】
　ライティングダクトは、ダクト本体とダクトフックとを有する。ダクト本体は、第２の
方向に沿った長尺の収容空間と、収容空間に収容されて第２の方向に延設された線状の導
体と、第２の方向に略直交する方向から照明器具の一部を収容空間に挿入可能とするとと
もに照明器具の端子を外部から導体に接触可能とするよう第２の方向に沿って形成された
開口と、共に第２の方向に平行で互いに直交する第１のダクト外面及び第２のダクト外面
と、第２のダクト外面から収容空間に連通する係止孔とを含む。ダクトフックは、第１の
ダクト外面と平行をなして第１のダクト外面から延設された第１の延設部と、第２のダク
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ト外面と平行をなすように第１の延設部から延設された第２の延設部とを含む。
【００１１】
　中継部材は、アームとアームフックとを有する。アームは、第３の方向を臨んだ接触面
をもつ主軸部と、主軸部から第３の方向に延設されている補助部と、接触面と補助部との
間において主軸部から第３の方向に突設されて第３の方向における端部に弾性部材で形成
された押圧面をもつ突設部と、接触面と突設部との間において主軸部を第３の方向に貫通
したネジ孔と、第３の方向に沿った軸と第３の方向に直交する平面に沿った半径を軸より
も大きくした頭部とをもつボルトとを含む。アームフックは、第３の方向と直交した平面
に対して平行をなして主軸部から延設された第３の延設部と、第３の延設部から第３の方
向に延設された第４の延設部とを含む。
【００１２】
　照明設備は、第２の延設部が挿入空間に挿入されたときに、第２のダクト外面が第２の
ビーム外面に接するよう構成されている。更に、第４の延設部が挿入空間に挿入されたと
きに、補助部が第２のビーム外面に接するよう構成されている。更に、接触面が第２の延
設部に接触しているとともに押圧面が第２のダクト外面に接触している状態で、かつ、収
容空間に頭部が位置しているとともにボルトの軸が係止孔に挿通された状態において、ボ
ルトを締めることによりライティングダクトが中継部材に固定されるよう構成されている
。
【考案の効果】
【００１３】
　ダクトフックを挿入空間に挿入することによりライティングダクトを梁状部材に直接取
り付ける第１の態様をとることが可能である。更に、アームフックを挿入空間に挿入して
中継部材をビームに取り付けた状態で、中継部材にライティングダクトを取り付けること
により第２の態様をとることが可能である。第１の態様と第２の態様とを選択することに
より、ライティングダクトのダクト開口が臨む方向を異ならせることができる。従って、
天井などのビーム以外の部材がなくても、ライティングダクトのダクト開口が臨む方向を
選択することが容易となる。更に、１種類のライティングダクトを使用してダクト開口が
臨む方向を選択することが可能となるため、照明設備の構成を簡素化することが可能であ
る。また、汎用性の高いライティングダクトを使用することにより、ビームに直接照明器
具を取り付ける場合に比較して照明設備を使いまわしやすくすることができる。
【００１４】
　以上のように、本考案の照明設備によれば、汎用性の高い照明設備をパーティションに
柔軟に施工することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、一実施形態の照明設備を装着したパーティションの斜視図である。
【図２】図２は図１に示すビームのＡ－Ａ断面図である。
【図３】図３は図１に示すライティングダクトの正面図である。
【図４】図４は図３に示すライティングダクトのＢ－Ｂ断面図である。
【図５】図５は図１に示すビーム及びライティングダクトのＣ－Ｃ断面図である。
【図６】図６は図１に示す中継部材の斜視図である。
【図７】図７は図６に示す中継部材の側面図である。
【図８】図８は図１に示す中継部材及びビームのＤ－Ｄ断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１６】
　図１に示すように、本実施形態の照明設備１はパーティション２に取り付け可能に構成
されている。なお、本考案は、本実施形態に記載された照明設備１に限られるものではな
く、本考案の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能である。なお、図１の説明の便宜
上、水平面に沿って互いに直交する左右方向と前後方向とを規定し、水平面に直交する上
下方向を規定する。
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【００１７】
（パーティションの構成）
　まず、照明設備１を取り付けるパーティション２の一例について概説する。本実施形態
のパーティション２は、複数のポール１０と複数のパネル１１と複数のビーム１２とを備
え、水平な床に設置されている。
【００１８】
　ポール１０は、長尺で、長手方向に直交する断面が略八角形をなす八角柱状の外観を有
し、長手方向が床に対して垂直となるよう立設されている。ポール１０には、長手方向に
沿った８つのポール側面２０と、同じ長手方向に沿って各ポール側面２０に１つずつ形成
されたポール溝２１とを有している。ポール溝２１は、パネル１１及びビーム１２を保持
可能に形成されている。なお、ポール１０の形状はビーム１２を取り付け可能であれば、
他の形状を有するものであってもよい。
【００１９】
　パネル１１は、長方形薄板状の外観を有し、床に対して垂直な２辺をポール１０のポー
ル溝２１に差し込んだ状態で２本のポール１０が挟持することにより、床に対して垂直に
なるよう立設される。なお、パネル１１は必要に応じて取り付けられるものであり、全て
のポール１０に取り付けられている必要はない。
【００２０】
　梁状の部材であるビーム１２は、長尺で、長手方向に直交する断面が略長方形をなす直
方体状の外観を有し、長手方向が床に対して水平となるよう２本のポール１０を連結する
。本実施形態のビーム１２は、パネル１１の上端又は下端に沿って配設されているが、パ
ネル１１の有無にかかわらず配設されていてもよい。なお、ビーム１２の長手方向は、ポ
ール１０の長手方向と交わる方向に取り付け可能であれば、水平以外の方向に沿っていて
もよい。
【００２１】
　図２は、図１に示すビーム１２のＡ－Ａ断面図であり、ビーム１２の長手方向に直交す
る平面に沿った断面を示している。ビーム１２の長手方向に直交する平面に沿った断面は
、長手方向のどこでも図２に示すような一定の断面をなす。ビーム１２の構成を説明する
ため、図２の紙面に沿う右方向をｘの正方向、紙面を垂直に貫いた奥方向をｙの正方向、
紙面に沿う上方向をｚの正方向として規定する。更に、正方向と逆方向を負方向と称する
。ビーム１２の長手方向はｙ方向に一致している。
【００２２】
　ビーム１２は、ｘの正方向を臨んでｘ方向に直交する平面状のビーム表面３０と、ｘの
負方向を臨んでｘ方向に直交する平面状のビーム裏面３１とを有している。更に、ビーム
１２は、ｚの正方向を臨んでｚ方向に直交する平面上のビーム上面３２と、ｚの負方向を
臨んでｚ方向に直交する平面上のビーム下面３３とを有している。
【００２３】
　ビーム１２内部には、ビーム上面３２付近に上部挿入空間３４が形成されている。ビー
ム上面３２のｘ方向の中央部には、上部挿入空間３４につながる上部開口３５が形成され
ている。ビーム上面３２におけるビーム表面３０から上部開口３５までのｘ方向の幅は、
ビーム裏面３１から上部開口３５までのｘ方向の幅と同じ値ｄとなるように形成されてい
る。
【００２４】
　更に、ビーム１２内部には、ビーム下面３３付近に下部挿入空間３６が形成されている
。ビーム下面３３のｘ方向の中央部には、下部挿入空間３６につながる下部開口３７が形
成されている。ビーム下面３３におけるビーム表面３０から下部開口３７までのｘ方向の
幅は、ビーム裏面３１から下部開口３７までのｘ方向の幅と同じ値ｄとなるように形成さ
れている。
【００２５】
　上部開口３５及び下部開口３７のｘ方向における幅は、パネル１１が挿入可能な程度に
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形成されている。ビーム１２をパネル１１の上方に設置する場合、下部開口３７から下部
挿入空間３６にパネル１１の上端が挿入される。ビーム１２をパネル１１の下方に設置す
る場合、上部開口３５から上部挿入空間３４にパネル１１の下端が挿入される。なお、ビ
ーム１２は、ｘ方向、ｙ方向、ｚ方向において、それぞれ、対照的な構造を有する。
【００２６】
　本実施形態のビーム１２はアルミで形成されている。ビーム１２は、容易に変形しない
材料で形成されていれば他の材料で形成されていてもよい。
【００２７】
（照明設備の構成）
　次に、図１に示す照明設備１の構成について概説する。照明設備１は、ライティングダ
クト１３と中継部材１４と照明器具１５とを備えている。なお、図示されていないが、照
明設備１には、ライティングダクト１３に電力を供給する電源コード、及び、ライティン
グダクト１３間を電気的に接続する接続コードが含まれる。
【００２８】
（ライティングダクトの構成）
　図３は、ライティングダクト１３の正面図である。ライティングダクト１３の構成を説
明するため、図３の紙面を垂直に貫いた手前方向をｘの正方向、紙面に沿う右方向をｙの
正方向、紙面に沿う上方向をｚの正方向として規定する。ライティングダクト１３は、長
尺の略直方体形状を有し、長手方向がｙ方向に一致している。図４は、図３のライティン
グダクト１３のＢ－Ｂ断面図である。図４に示すライティングダクト１３の長手方向に直
交する平面に沿った断面は、係止孔５６を除いて長手方向のどこでも同じ形状をなす。
【００２９】
　図４に示すように、ライティングダクト１３は、ダクト本体４０とダクトフック４１と
を備えている。
【００３０】
　ダクト本体４０は、ｘの正方向を臨んでｘ方向に直交する平面状のダクト表面５０と、
ｘの負方向を臨んでｘ方向に直交する平面状のダクト裏面５１と、ｚの正方向を臨んでｚ
方向に直交する平面状のダクト上面５２と、ｚの負方向を臨んでｚ方向に直交する平面状
のダクト下面５３とを有する。
【００３１】
　更に、ダクト本体４０は、ダクト表面５０、ダクト裏面５１、ダクト上面５２及びダク
ト下面５３に囲まれた収容空間５４を有する。ダクト表面５０には収容空間５４に貫通し
たダクト開口５５が形成されている。ダクト開口５５は、ｙ方向に沿って直線上に続いて
いる。ダクト裏面５１には収容空間５４に貫通した２つの係止孔５６が形成されている。
２つの係止孔５６は、同一形状でｙ方向にずらして配置されている。各係止孔５６のｙ方
向の幅はｚ方向の幅よりも大きい。係止孔５６のｚ方向の幅はｙ方向中央部を除いて一定
であり、ｙ方向中央部のみ若干大きくなるように形成されている。
【００３２】
　収容空間５４には、ｚの正方向側において長尺の絶縁部材５７に保持された線状導体５
８がｙ方向に沿って配設され、ｚの負方向側において長尺の絶縁部材５７に保持された線
状導体５８がｙ方向に沿って配設されている。図１の照明器具１５は、図４に示すｙ方向
の任意の位置においてライティングダクト１３のダクト開口５５から電極端子を差し込み
可能であるとともに、電極端子を線状導体５８に接触させた状態でダクト本体４０に固定
可能に構成されている。線状導体５８には図示しない電源ラインから電力が供給される。
【００３３】
　ダクトフック４１は、Ｌ字形状の断面を有し、ダクト上面５２からｘの負方向に延設さ
れた略長方形状の第１の板部６０と、ｘの負方向における第１の板部６０の最端部から下
方に延設された略長方形状の第２の板部６１とを有する。第２の板部６１はダクト裏面５
１と略平行をなし、ｘ方向における第２の板部６１とダクト裏面５１との間隔は、ｄと同
じかｄより若干大きくなるよう形成されている。ダクトフック４１は、第１の板部６０を
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ダクト上面５２にねじ止めするとともに接着剤により接着することで、ダクト本体４０に
固定されている。
【００３４】
　線状導体５８は銅などの導電性の高い材料で形成されており、絶縁部材５７はゴムなど
の導電性の低い材料で形成されている。ライティングダクト１３のうち、線状導体５８及
び絶縁部材５７以外の部分はアルミなどの容易に変形しない材料で形成されている。
【００３５】
　なお、ライティングダクト１３の構成を説明するために使用した方向は、ライティング
ダクト１３の構成要素の相対的な位置関係を説明するために便宜上使用したものである。
すなわち、ライティングダクト１３内の構成要素の相対的な位置関係が同じであれば、ラ
イティングダクト１３全体の向きを適宜変えることが可能である。
【００３６】
（ライティングダクトの取り付け例）
　図５は、図１に示すビーム１２及びライティングダクト１３のＣ－Ｃ断面図である。図
５は、ライティングダクト１３を横向きに装着した例である。すなわち、ライティングダ
クト１３のダクト表面５０の法線方向が前後方向に一致している。図５では、１つのビー
ム１２に２つのライティングダクト１３が取り付けられており、一方のライティングダク
ト１３はビーム１２の前側に取り付けられ、他方のライティングダクト１３はビーム１２
の後側に取り付けられている。
【００３７】
　ビーム１２の前方に取り付けられたライティングダクト１３は、ダクト開口５５が前方
を臨むようにしながら、第２の板部６１を上部開口３５から上部挿入空間３４に挿入した
状態で取り付けられている。一方、ビーム１２の後方に取り付けられたライティングダク
ト１３は、ダクト開口５５が後方を臨むようにしながら、第２の板部６１を上部開口３５
から上部挿入空間３４に挿入した状態で取り付けられている。
【００３８】
　ダクトフック４１をビーム１２に引っ掛けるだけでライティングダクト１３を取り付け
ることができるとともに、ダクトフック４１を上方に移動させるだけで取り外すことがで
きるため施工が極めて容易である。更に、第２の板部６１とダクト裏面５１との間隔が、
ビーム表面３０と上部開口３５との間隔ｄとほぼ同じか若干大きい程度であるため、ダク
ト裏面５１がビーム表面３０に密着もしくは近接する。従って、ライティングダクト１３
が傾きにくくなって姿勢が安定する。また更に、ビーム１２の前方と後方とに、それぞれ
１台のライティングダクト１３を同様の手順で装着できるため、施工が容易である。
【００３９】
（中継部材の構成）
　図６は、図１に示すビーム１２とライティングダクト１３とを接続する中継部材１４の
斜視図である。図７は、中継部材１４の側面図である。中継部材１４の構成を説明するた
め、図７において紙面に沿う右方向をｘの正方向、紙面を垂直に貫いた奥方向をｙの正方
向、紙面に沿う上方向をｚの正方向として規定する。図６に示すように、中継部材１４は
、アーム７０とアームフック７１とボルト７２とにより構成されている。
【００４０】
　図７に示すように、アーム７０は、長尺帯状のアルミを屈曲することにより形成されて
おり、ｘ方向に長尺な主軸部８０と、ｘの負方向における主軸部８０の最端部からｚの負
方向に延設された補助部８１とを有する。主軸部８０は、ｚの負方向を臨んでｚ方向に直
交する平面状の主軸下面８２と、ｚの正方向を臨んでｚ方向に直交する平面状の主軸上面
８３とを有する。主軸下面８２のうち、ｘの正方向最先端付近を接触面８８と称する。補
助部８１と接触面８８との間において、主軸下面８２にはｚの負方向に向けて直方体形状
の突設部８４が突設されている。突設部８４は弾力のあるゴム材によって形成されている
。突設部８４におけるｚの負方向最端部には、ｚの負方向を臨んでｚ方向に直交する平面
状の押圧面８５が形成されている。主軸部８０には、突設部８４と接触面８８との間にお
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いてｚ方向に貫通したネジ孔８６が形成されている。ネジ孔８６には、頭部からｚの正方
向に延設された軸を有するボルト７２をｚ方向に移動させるように羅合することができる
。ネジ孔８６に接するようにして、軸のネジ山に合うナットがｚの正方向に固定されてい
る。ｚ方向に直交する平面内に沿ったボルト７２の頭部の半径は、ｚ方向に直交する平面
に沿ったボルト７２の軸の半径よりも大きい。補助部８１は、ｘの負方向を臨んでｘ方向
に直交する平面状の補助面８７を有する。
【００４１】
　図７に示すように、アルミ材料で形成されたアームフック７１は、ｙ方向に長尺で、主
軸上面８３に平行に延設された平板状の第３の板部９０と、ｘの負方向における第３の板
部９０の最端部からｚの負方向に延設された第４の板部９１とを有し、ｙ方向に沿って見
たときＬ字形状をなしている。ｘの負方向における第３の板部９０の最端部はｙ方向に沿
った直線状をなし、第４の板部９１は補助面８７と略平行をなしている。ｘ方向における
第４の板部９１と補助面８７との間隔は、ｄと同じかｄより若干大きくなるよう形成され
ている。アームフック７１は、第３の板部９０を主軸上面８３にねじ止めすることにより
固定されている。
【００４２】
　なお、中継部材１４の構成を説明するために使用した方向は、中継部材１４の構成要素
の相対的な位置関係を説明するために便宜上使用したものである。すなわち、中継部材１
４内の構成要素の相対的な位置関係が同じであれば、中継部材１４全体の向きを適宜変え
ることが可能である。
【００４３】
（中継部材の取り付け例）
　図８は、図１に示すビーム１２及びライティングダクト１３のＤ－Ｄ断面図であって、
上下方向及び前後方向を含む平面による断面を左側から右方向に見た断面図である。図８
は、中継部材１４を仲介させることによってライティングダクト１３を下向きに装着した
例である。すなわち、ライティングダクト１３のダクト表面５０が、上下方向に直交する
平面と平行をなして下方を臨んでいる。図１の例では、１つのビーム１２に４つの中継部
材１４が取り付けられており、２つの中継部材１４がビーム１２の前側に取り付けられ、
他の２つの中継部材１４がビーム１２の後側に取り付けられている。２つの中継部材１４
で１つのライティングダクト１３を保持している。
【００４４】
　ビーム１２の前側に位置している各中継部材１４は、アームフック７１の長手方向をビ
ーム１２の長手方向に合わせ、アームフック７１の第４の板部９１の全体をビーム１２の
上部開口３５から上部挿入空間３４に挿入した状態で取り付けられている。アーム７０の
主軸部８０の長手方向は前後方向に一致し、主軸下面８２は上下方向と直交する平面と平
行をなして下方を臨んでいる。
【００４５】
　アームフック７１をビーム１２に引っ掛けるだけで中継部材１４を取り付けることがで
きるとともに、アームフック７１を上方に移動させるだけで中継部材１４を取り外すこと
ができるため、施工が極めて容易である。ビーム上面３２の全面がアームフック７１の第
３の板部９０に接するとともに、ビーム表面３０がアーム７０の補助面８７に密着もしく
は近接していることにより、中継部材１４が傾きにくくなって姿勢が安定している。ビー
ム１２の長手方向に沿ってアームフック７１が長尺に形成されているため、中継部材１４
が主軸部８０回りに回転しにくくなっている。
【００４６】
　アーム７０の前側先端付近には、ライティングダクト１３が取り付けられている。ダク
ト表面５０は、上下方向に直交する平面と平行をなして下方を臨んでいる。ライティング
ダクト１３の長手方向は、ビーム１２の長手方向に一致している。ボルト７２の頭はライ
ティングダクト１３の収容空間５４に位置し、ライティングダクト１３の係止孔５６にボ
ルト７２の軸が挿通されている。図３に示すように係止孔５６は左右方向中央部が広がっ
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ている。係止孔５６の中央に位置する幅の広い領域からボルト７２の頭を収容空間５４に
挿入した後でライティングダクト１３を左側に移動させると、係止孔５６の幅の狭い領域
にボルト７２が移動して、上下方向においてボルト７２の頭が係止孔５６から抜けなくな
る。更に、接触面８８が第２の板部６１に上方から面接触するとともに、押圧面８５がダ
クト裏面５１に面接触している。この状態でボルト７２を固く締めることにより、中継部
材１４とライティングダクト１３が強固に固定される。
【００４７】
　ボルト７２を挟んで前後方向２か所において中継部材１４とライティングダクト１３と
が接触するため、いずれか１か所だけの場合に比較して強固に固定することが可能となる
。更に、弾性部材で形成された突設部８４の押圧面８５によって中継部材１４とライティ
ングダクト１３とを滑りにくくすることができる。更に、ライティングダクト１３のダク
ト裏面５１と第２の板部６１との上下方向の段差を、中継部材１４の突設部８４で埋める
ことができるとともに、段差に突設部８４を配置することで滑り止めとしての突設部８４
の収容スペースを別途用意する必要がなくなり構成が簡素となる。
【００４８】
　本実施形態のライティングダクト１３は、ダクト開口５５を水平に向けた状態で設置で
きるとともに、中継部材１４を使用するだけで同一の構成のままダクト開口５５を下方に
向けて設置することができる。すなわち、ダクト開口５５を向けたい方向に応じて構造の
異なるライティングダクト１３を使用する場合に比較して、ライティングダクト１３の種
類を少なくすることができるため構成が簡素であるとともに施工が容易となる。
【００４９】
　本実施形態の照明設備１は、パーティション２にライティングダクト１３を設置可能と
するとともに、ダクト開口５５が臨む方向を選択して配置することが可能である。従来の
ようなパーティション２に直接取り付け可能な照明器具は、クリップ付の照明器具など限
られたものであり、照明器具に接続される配線部材などと共に使い捨てられることが多い
。一方、ライティングダクト１３に取り付け可能な照明器具は比較的多く汎用性が高いた
め、本実施形態によれば使い捨てられる部材が少なくなり環境にも優しくなる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本考案は、以上説明した照明設備に限られるものではなく、本考案の趣旨を逸脱しない
範囲で適宜変形することが可能である。
【符号の説明】
【００５１】
１　照明設備
２　パーティション
１０　ポール
１１　パネル
１２　ビーム
１３　ライティングダクト
１４　中継部材
１５　照明器具
２０　ポール側面
２１　ポール溝
３０　ビーム表面
３１　ビーム裏面
３２　ビーム上面
３３　ビーム下面
３４　上部挿入空間
３５　上部開口
３６　下部挿入空間
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３７　下部開口
４０　ダクト本体
４１　ダクトフック
５０　ダクト表面
５１　ダクト裏面
５２　ダクト上面
５３　ダクト下面
５４　収容空間
５５　ダクト開口
５６　係止孔
５７　絶縁部材
５８　線状導体
６０　第１の板部
６１　第２の板部
７０　アーム
７１　アームフック
７２　ボルト
８０　主軸部
８１　補助部
８２　主軸下面
８３　主軸上面
８４　突設部
８５　押圧面
８６　ネジ孔
８７　補助面
８８　接触面
９０　第３の板部
９１　第４の板部
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